
 

 

 

 

取引や証明に使われている計量器（はかり）は、正確性を維持するため、２年に１回の定

期検査が義務付けられています。忘れずに検査を受けましょう。 

 

〇対象となる計量器の例 

【取引で使用するはかり】 

・スーパー、商店等で量目を表記（明示）した商品の売買に使用するはかり 

・工場、事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するはかり 

・運送業者等（宅配便取次店を含む）が貨物の運賃算出等に使用するはかり 

・農業、漁業等で農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり 

・病院、調剤薬局等で薬の調剤に使用するはかり 

・学校、給食センター等で食材の購入のために使用するはかり 

・廃棄物処理業者が、処理費用の算定に使用するはかり 

・観光農園や道の駅、農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するはかり 

・自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するための非自動はかり 

 

【証明で使用するはかり】 

・病院（産婦人科医院等）、学校、保健所（保険センター）、社会福祉施設、幼稚園、保育所 

で法律や条例等に定められた健康診断（体重測定）に使用するはかり（体重計） 

 

〇検査日程 

受検地区 検査期日 検査場所 検査時間 

能代地域 

向能代、南、扇渕、 

檜山、鶴形、常盤 
９月１６日（火） 

能代市役所 

本庁舎１階 

会議室２ 

・午前１０時～正午 

 

・午後１時～午後３時 

本庁 

９月１７日（水） 

９月１８日（木） 

二ツ井地域 ９月１９日（金） 
二ツ井 

伝承ホール 

※前回までの検査と会場が異なります。お間違いのないようご注意ください。 

 

〇検査当日持参するもの 

①検査対象の計量器 ②手数料（現金のみ） ③特定計量器定期検査通知書 

令和７年度特定計量器（はかり）の定期検査を実施します 

～２年に１回必ず検査を受けましょう～ 

お問い合わせ先：能代市 商工労働課 商工労働係 ℡８９－２１８６ 



 

No. 種類 例図 検査手数料 備考

ひょう量100kg以下　500円

ひょう量250kg以下　900円

ひょう量500kg以下1,500円

2
ば ね 式

（直線目盛）
指示はかり

250円

ひょう量100kg以下　500円 　定量増おもり　5個又は6個付き

ひょう量250kg以下　900円 　(定量増おもりの個数×10円が

ひょう量500kg以下1,500円 　 加算されます) 

不 等 比
　定量増おもり　5個又は6個付き

皿 手 動 　(定量増おもりの個数×10円が

は か り
　 加算されます) 

　分銅　12個付き

　(分銅の個数×10円が

　 加算されます) 

　分銅 5個付き

　(分銅の個数×10円が

　 加算されます) 

　※分銅内蔵型は本体の手数料のみ

　定量おもり 1個付き

　(定量おもり ・・・ 1個10円）

　分銅 12個付き

　(分銅の個数×10円が

　 加算されます) 

ひょう量100kg以下1,400円
　2017年より電気抵抗

ひょう量250kg以下1,800円 　線式、光電式等は

ひょう量500kg以下2,200円
　「電気式」に統一

10 定量おもり 1個につき 10円 　棒はかりに付随

　台手動はかり、

　不等比皿手動はかり

　に付随

　等比皿手動はかり、

　手動指示併用はかり、

　手動天びんに付随

11
定 量

増おも り
1個につき 10円

12 分　　銅 1個につき 10円

8 手動天びん 500円

9
電 気 式
は か り

6
手動指示

併用はかり
500円

7 棒 は か り 250円

4 500円

5
等比皿手動
は 　か 　り

500円

3
台 手 動
は か り

「はかり」早見表

1
ば ね 式

指示はかり


